
 

 

 

相続・遺言の手続や成年後見の御相談のほか、内容証明の書き方や契約書の作り方等、様々な

お困りごとの御相談に応じます。予約不要ですので、当日に直接会場までお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 京都市消費生活総合センター（TEL ０７５－３６６－２２５０） 

令和８年度 行政書士による無料相談会 

京都市文化市民局文化市民部消費生活総合センター 

令和 8 年２月発行 京都市印刷物 第 072184 号 

日本行政書士会連合会公式 

キャラクター「ユキマサくん」 

ホームページからも御確認いただけます！ 


